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第１章 基本的事項 

１.計画の目的 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第 6条

第 1 項の規定に基づき、令和６年度の一般廃棄物の処理に関して実施計画を定めるものであ

る。 

 

２.計画の期間 

令和６年 4月 1 日から令和７年 3月 31 日までとする。 

 

３.計画の区域 

松江市内全域とする。 

 

４.計画の対象廃棄物 

本計画の対象とする一般廃棄物は、「松江市一般廃棄物処理基本計画」（以下「基本計画」

という。）に示す、資源、ごみ、粗大ごみ、し尿、浄化槽汚泥、生活雑排水とする。 

ただし、下記のものは本計画から除くものとする。 

 

 廃棄物処理法で定める特別管理一般廃棄物 

 廃棄物処理法で定める適正処理困難物 

 特定家庭用機器再商品化法で定める機器 

 資源の有効利用の促進に関する法律に定めるパソコン等 

 廃棄物処理法で定める廃 FRP 船等の広域認定制度対象品目 

 製造者自らが処理する廃棄物 

 放射性物質及びこれによって汚染されたもの 
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５.廃棄物処理の基本方針 

現代社会においては、限られた資源を有効活用し持続可能な社会を形成するために循環型

社会の構築が求められている。 

本市は基本計画において、「世界に誇る環境主都まつえ」を基本理念とし、推進する取組

みとして ①「4Ｒ（よんあーる）推進プロジェクト」及び ②「ごみの適正処理推進プロ

ジェクト」を掲げ、ごみの排出量、リサイクル率、ごみ処理経費、資源ごみの行方などの情

報などについて市民・事業者に積極的に発信し、市民・事業者・行政が一体となって取り組

むことで循環型社会を創りあげていくこととした。 

また、本市の役割として、ごみとして排出されたものは、資源の有効利用・埋立量の縮減

化を進めるなど、適正に処理することで地域の生活環境や景観の保全を図ることとした。 

 

①  4Ｒ（よんあ－る）推進プロジェクト（資源循環とまちの美化） 

 家庭や事業所においては、4R 運動を推進し、環境負荷が少ない持続可能なまちを

目指して、ごみの分別・減量化・資源化に取り組む。 

 市民・事業者・行政が一体となった官民協働で、食品廃棄物の減量化を目指し、食

べ物を無駄にしない仕組みづくりや「もったいない」の意識醸成など食品ロスの削

減に取り組む。 

 まちの美化を図るため、ポイ捨てや不法投棄、海岸漂着ごみ対策に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ごみの適正処理推進プロジェクト（安定的なごみ処理体制） 

 市民・事業者・行政の役割を明確にし、それぞれが高い意識を持ってごみの適正処

理に取り組む。 

 ごみの排出段階から処分に至るまで、安定的にごみ処理を行うことができる環境を

整備し、処理体制を構築する。災害発生などの非常時においても、安定的且つ継続

的なごみ処理が行えるよう計画を立て、適正な処理体制を確保する。 

 

 

 

 

 Refuse（リフューズ） 

 「必要のないものは断る」 

 

    Reduse（リデュース） 

     「ごみそのものを減らす」 

     

 Reuse（リユース） 

   「繰り返し使う」 

 

   Recycle（リサイクル） 

   「再び資源として利用する」 

 

松江市が 

推進する 

４Ｒとは 
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６.数値目標 

本年度の目標は、以下のとおりとする。 

 発生・排出抑制目標 ごみ発生量を 72,550トン/年 

 （市民 1人 1 日当たりの排出量として 994グラム） 

 再資源化目標  リサイクル率を 31.9％（民間資源化量を含む。） 

 最終処分量目標  埋立処分量を 2,086 トン/年 

 

◆表１-1 各年度の目標値 

年度 

項目 
R2 R3 R4 R5 R6 R7 

R8 
（目標年度） 

リサイクル率（％） （27.9） 
28.9 

（26.5） 
29.9 

（25.7） 
30.9 31.9 32.9 34.0 

ごみ発生量（t/年） （75,955） 
75,104 

（73,682） 
74,253 

（70,858） 
73,402 72,550 71,698 70,846 

1 人 1 日当たりの 

排出量（ｇ/人・日） 
（1,035） 

1,025 
（1,011） 

1,015 
（979） 

1,005 994 983 971 

最終処分量（ｔ/年） （2,158） 
2,140 

（2,022） 
2,122 

（2,709） 
2,104 2,086 2,068 2,050 

※（ ）付の数値は実績を表す。 

※R3年度のごみ発生量は、災害廃棄物を除いた数値。 

　例えば「1人1日あたりの排出量」について、令和4年度の実績は979ｇ、令和8

年度の目標値が971ｇなので、目標達成まであと8ｇです。食材を使い切ったり、
食べきれる量の食事を作ることで、目標に近づきます。

一人ひとりが毎日少し努力する

だけで、グッと目標達成が近く

なるのじゃな。

どうすれば目標が達成できるの？

例えば、ティッシュの箱をもやせるごみ

でなく紙製容器包装に出すことで、ごみ

の減量だけでなくリサイクル率もあがり

ますね。

目標達成のために

身近なところからできる取組を「アクションプラン」として

第2章に掲載しています。ぜひご覧ください！
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第２章 ４Ｒ推進プロジェクト（資源循環とまちの美化） 

ごみの分別を徹底し、減量化・資源化を促進するため、市民・事業者・行政が一体とな

り４R 運動を推進していく。プロジェクトは、「ごみ分別の推進」、「ごみを減らそう運

動の推進」、「再利用・再生利用の推進」、「ごみのないまちづくり」を柱とし、それぞ

れに具体的な取り組みを掲げる。また、これを踏まえ身近なところからできる取組を「ア

クションプラン」として掲載する。 

                                    

１． ごみ分別の推進 

（１）取組みの一覧 

● 地域でのごみ分別の推進 市 民  行 政 

● 分別収集の支援 市 民  行 政 

● 出前講座、環境学習会、施設見学の充実 市 民  行 政 

 

（２）具体的な取組み 

ア. 地域でのごみ分別の推進（松江市生活環境保全推進員） 

・市内の各公民館区の世帯数及び地域特性に応じ、12６名の「松江市生活環境保全推

進員」を地域住民のなかから選任し配置する。 

・推進員は、廃棄物の分別・排出・環境美化などの生活環境全般について、住民への

指導・啓発、市などへの提言を行う。 

・市は、松江市生活環境保全推進員の育成と活動の支援を行う。 

アクションプラン ～地域ぐるみで取り組もう～  

市  

民 

 ・地域でごみのことについて話し合い、身近な人と情報交換しましょう。 

・松江市生活環境保全推進員の活動に協力しましょう。 

 

イ. 分別収集の支援 

【リサイクルステーションの整備】 

   ・分別の徹底による資源有効利用の促進を図るため、市民や事業者が缶・びん・ペッ

トボトルを排出しやすいようリサイクルステーションの整備と維持管理を行う。 

 

【ごみ集積所の設置・修繕に対する支援】 

   ・収集業務の効率化や環境美化の推進を目的として、戸別収集から集積所収集方式へ

の移行を促進するにあたり、２世帯以上が利用するごみ集積所の新設、更新や修繕

の助成を行う。 
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アクションプラン ～分別収集に協力しよう～  

市 

民 

 ・缶・びん・ペットボトルは、中身を捨て、すすいでからリサイクルステーションに

出しましょう（ペットボトルのふた、ラベルはプラスチック製容器包装で出しまし

ょう。）。 

・リサイクルステーションやごみ集積所は大切に使いましょう。 

 

ウ. 出前講座、環境学習会、施設見学の実施 

【出前講座の活用】 

   ・町内会・自治会や市民団体等、小グループで開催される学習会やセミナーに、市の

出前講座を活用されるよう積極的に情報発信し、環境学習の実施と情報提供を図る。 

 

【環境学習の充実と市民への情報発信】 

・ごみやリサイクルに関するテーマを中心に、環境問題や４R 運動の推進の必要性に

ついて、環境学習会を開催する。また、市民へ積極的に情報発信し、幅広い意識醸

成に取り組む。 

 

【学校での環境学習への協力】 

・主に市内小学校及び義務教育学校の小学 4 年生（35 校）を対象に、学校での環境

学習を行う。また、それに併せて、牛乳パックのリサイクルなど、学校生活の中で

環境配慮の取組みが行われるよう協力を求めていくなど、環境学習を充実させる。 

 

【施設見学の推進】 

・ごみ処理の現状と、ごみ分別やリサイクルの重要性について理解を深めてもらうた

め、エコクリーン松江や西持田リサイクルプラザ、川向リサイクルプラザなどのご

み処理施設の見学会を充実させ、学校や町内会・自治会、市民団体等様々な団体の

見学を受け入れる。 

 

アクションプラン ～ごみについて学ぼう～  

市 

民 

 ・学習会や出前講座を利用し、ごみや環境のことについて学びましょう。 

・児童や生徒は、学校で習ったごみや環境のことについて家族や友達と話し合い、

普段の生活で実践してみましょう。 

 

  

行 

政 

 ・ごみや環境のことについて、マスメディア、ケーブルテレビ、市報、ホームペー

ジ、SNS、動画投稿サイトなどを通じて、より多くの市民が簡単に情報を入手で

きるよう積極的に情報発信していきます。 
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２． ごみを減らそう運動の推進 

（１）取組みの一覧 

● ごみを発生させない取組み 市 民 事業者 行 政 

● ごみを減量する取組み 市 民 事業者 行 政 

● 食品ロス削減に向けた取組み 市 民 事業者 行 政 

● 事業所ごみの適正処理に向けた取組み  事業者 行 政 

 

（２）具体的な取組み 

ア. ごみを発生させない取組み 

・マイバッグの持参や過剰包装の削減、詰替商品の購入、「てまえどり」など、積極的

に情報発信し、不要なものは断る運動を市民に呼びかけるほか、事業者に協力を依頼

する。 

アクションプラン ～今日からさっそく始めよう～  

市 

民 

 ・買い物にマイバッグを持参しましょう。 

・不要なレジ袋、包装や割り箸などは、店頭で「必要ありません」と断りましょう。 

・食材は食べきれる量を購入し、店頭に並べてある手前から取るようにしましょう。 

 

  

事 

業 

者 

 ・簡易包装での商品提供に努めましょう。 

・詰替商品などについて、PR 活動や各種取組みに協力しましょう。 

・小分けなどの消費者ニーズに沿った商品の提供に努めましょう。 

・「てまえどり」の協力要請に努めましょう。 

 

イ. ごみを減量する取り組み 

【ごみ減量についての情報発信】 

・家庭系もやせるごみの分別を徹底し、特に重量において大きなウエイトを占める古

紙、古着などを中心に資源化を図る。 

・生ごみの減量化を推進するため、ホームページやガイドブック等あらゆる手段によ

り情報を発信し、生ごみの水切りの徹底、ダンボールコンポストや生ごみ処理機の

活用などを推奨していく。 

・従来の情報発信の手段に加え、転入者やあらゆる世代のごみに関する簡易な疑問に

対し、チャット方式で自動応対できる「ＡＩチャットボット」など、本市のデジタ

ル化推進の取り組みの中で新しい情報発信ツールの導入を検討する。 

 

【ごみ減量に取り組む団体の支援】 

・古紙類の回収・資源化を目的として活動される市民・事業者の団体に対し、「古紙

類再生資源団体回収奨励事業」として支援を行う。また、さらなる古紙類の回収を

推進するため、事業の PR を強化するとともに、新しい制度の検討を行う。 
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【ごみ処理手数料の適正化】 

・ごみ処理手数料の適正化に向け、ごみの排出量、リサイクル率、処理経費、近隣自

治体の状況などの現状把握と課題の整理を行い、その必要性について充分な検討を

行う。併せて、ごみの排出抑制、再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及

び市民の意識改革を図る。 

 

ウ. 食品ロス削減に向けた取り組み 

・食品ロスの削減に向け、引き続き「残さず食べよう30･10（さんまるいちまる）運

動」に取り組む。  

・家庭において、食材の使い切りや食べ残し防止等、日常生活における取組みを促進

するため、出前講座等の学習機会を充実させる。  

・飲食店や小売店との連携・協働による食べ残し防止のキャンペーン「まつえだんだ

ん食べきり運動協力店」事業を実施し、食品ロスの取り組みを推進する。 

・フードバンク活動等様々な取組みを紹介することによって、情報の共有化を図る。 

 

エ. 事業所ごみの適正処理に向けた取組み 

・排出事業者の理解を深めるため、啓発チラシ・パンフレットの配付、事業者向けの

学習会などを行う。また、事業所におけるごみの分別や減量化に向けた取組み状況

の実態をアンケートなどにより把握し、適正処理を促進する。 

アクションプラン ～市民・事業者・行政一体となってごみを減らそう～  

市 

民 

 ・食材を無駄なく使う工夫をし、食べ残しをしないようにしましょう。 

・冷蔵庫の中身を定期的に確認し、食材は期限までに使い切りましょう。 

・生ごみは十分に水を切ってから出しましょう。 

・ダンボールコンポストや生ごみ処理機を活用してみましょう。 
 

  

事 

業 

者 

 ・事業所から排出される古紙類の資源化に、できる限り協力しましょう。 

・事業所のごみの減量や分別のことで迷ったら、行政に相談してみましょう。 

・小分けなどの消費者ニーズに沿った商品の提供に努めましょう。 

・「てまえどり」の協力要請に努めましょう。 

 

  

行 

政 

 ・生ごみの水切りなど、日常生活上で取り組めることから様々な取組みまで、ごみ

の発生抑制・減量に有効な情報を発信します。 

・食品ロスの削減などを始め、出前講座などの学習内容を充実させます。 

・家庭ごみと異なる事業所ごみの分別について、啓発チラシ・パンフレットの配付、

事業者に向けた学習会などを行います。 
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３． 再利用・再生利用の推進 

（１）取組みの一覧 

● 再使用（リユース）の取組み 市 民 事業者 行 政 

● 再生利用（リサイクル）の取組み 市 民 事業者 行 政 

 

（２）具体的な取組み 

ア. 再使用（リユース）の取組み 

・使い捨てではなく再使用できる製品の導入や古着のリメイクなど、市民や事業者の

関心を引く情報などを発信し、再使用の取組みの促進につなげる。 

 

イ. 再生利用（リサイクル）の取組み 

【資源ごみ分別の啓発】 

・リサイクルの推進を図るため、資源として区分している 8種 13 分別について、出

前講座等のあらゆる手段による情報発信によって啓発していく。缶・びん・ペット

ボトルについては、リサイクルステーションで分別や排出方法などの現地指導を行

う。 

【分別ステッカー等による指導・啓発】      

・ごみの出し方・分別の徹底を図るため、計画収集時に排出・分別区分が違う場合は、

分別ステッカーをごみ袋に貼って指導・啓発を行う。 

・また、出し方が改善されるよう、排出者やごみ集積所の管理者への個別指導を行う。 

    

【事業系資源（古紙・缶・びん・ペットボトル）の受入れ】 

・事業者の分別意識の促進及び資源のリサイクルを推進するため、事業系ごみのうち、古

紙については市内 11 箇所（環境センター、川向リサイクルプラザ、エコクリーン松江

及び各支所）の指定した施設に自己搬入した場合は無料で受け付ける。 
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・従業員の飲食に伴い発生した缶、びん、ペットボトルについては、家庭と同様に、市

内各所のリサイクルステーションで受け入れを行う。 

 

【企業と連携した取り組み】 

  ・プラスチック使用製品の再資源化の機運が高まる中、使い捨てコンタクトレンズの回

収、使用済みボールペンの回収、ガンダムプラモデルの回収などの企業と連携した取

り組みを推進することにより、市民・事業者のリサイクルに対する更なる意識の醸成

を図る。 

アクションプラン ～再使用・再生利用を心がけ分別を徹底しよう～  

市 

民 

 ・再度使用できるものは、リメイクするなどして、できる限り再使用しましょう。 

・プラスチック・紙製容器包装は、もやせるごみに出さず、リサイクルの容器包装の

袋に入れて出しましょう。 

・缶・びん・ペットボトルは、軽くすすいでリサイクルステーションに出しましょう。 

・古紙・古着は、各々に紐で十字にしばるか袋（内容を明記）に入れて出しましょう。 

・牛乳パック・白色トレイなど、店舗回収も利用しましょう。 

 

  

事 

業 

者 

 ・コピー用紙の裏紙や段ボール箱など、再度使用できるものはできる限り再使用しま

しょう。 

・使い捨てでなく、できる限り再生して使用できる製品を購入しましょう。 

・事業所の古紙類を、できる限り資源として排出しましょう。  

行 

政 

 ・再利用や資源の有効活用につながる取組みの紹介、情報発信をしていきます。 

・事業所から排出される従業員の飲食に伴う缶・びん・ペットボトルの、リサイクル

ステーションへの排出を促します。 

 

【施設を活用した環境教育と意識啓発】 

・ごみ処理施設では、学校や地域からの見学を受け入れ、ごみ処理の現状を理解して

もらうとともに、ごみに対する知識や分別徹底、リサイクルの重要性について理解

を深めてもらう。 

 

【エコクリーン松江でのリサイクル】 

・エコクリーン松江の適正な維持管理を行い、溶融処理により発生するスラグは路盤

の材料など土木資材等として、同じくメタルは金属製品の原料として、いずれも資

源物としてマテリアルリサイクルするとともに、サーマルリサイクルとして、排熱

による発電により廃棄物の熱源利用を図る。  



 

 10 

アクションプラン ～エコクリーン松江の安定稼働～  

行 

政 

 ・エコクリーン松江では、引き続きマテリアルリサイクル、サーマルリサイクルを

行えるよう、安定した施設管理を行います。 

 

 

４． ごみのないまちづくり 

 

（１）取組みの一覧 

● 「松江市きれいなまちづくり条例」による取組み 市 民  行 政 

● ポイ捨て・不法投棄防止に関する啓発   行 政 

● 海岸等漂着ごみ対策 市 民 事業者 行 政 

 

（２）具体的な取組み 

ア. 「松江市きれいなまちづくり条例」による取組み  

・「松江市きれいなまちづくり条例」に基づき、まちの美化を図り、ポイ捨て等のな

い、きれいなまちづくりを推進するため、パトロールの実施や啓発を行う。 

イ. ポイ捨て・不法投棄防止に関する啓発 

・ごみのポイ捨てや不法投棄に対して、広報や出前講座などの学習会の開催などによ 

り意識の啓発を図り、不法投棄の多い場所には監視カメラ、防止看板を設置するな

ど投棄の拡大を防ぐ。 

・土地の管理者等に向けて、未然防止策として防止看板を提供するなど、不法投棄さ

れにくい環境づくりを推し進める。 

・監視体制の強化を図るため、不法投棄重点監視地区を選定し、環境月間中に地域住

民及び関係部署と監視パトロールを実施する。 

・警察、松江市生活環境保全推進員、地域を熟知した市民と連携し、パトロールの実

施による不法投棄現場の早期発見を行う。 

・投棄者が判明した場合は、投棄者による迅速な原状回復を指導する。 

・投棄者が判明しない場合は、廃棄物処理法第 5条第 1 項の規定に基づき、土地又は

建物の占有者（占有者がない場合は管理者）による現状回復を原則とし、生活環境

の保全上支障が生じるおそれがある場合など、緊急を要する場合は、占有者又は管

理者に代わり、必要な措置を講じる。 

ウ. 海岸等漂着ごみ対策 

・湖岸や海岸等への漂着ごみについては、回収ボランティア活動を推進し、漂着ごみ

の現状と課題について認識を深めてもらうとともに、国、県、近隣自治体と協力し、

きれいな湖岸、海岸の維持に努める。  
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・また、陸地のポイ捨てなどによるごみが、排水溝や河川を経由して海岸等へ漂着す

ると言われており、そのようなごみを出さないための意識醸成を図るため、環境学

習などを実施する。  

アクションプラン ～ごみのないまちを目指そう～  

市 

民 

 ・ごみのポイ捨てはしないようにしましょう。 

・自己所有地に置いている設備や保管物が、風などで飛ばないよう、日頃から気を

付けましょう。また、所有する山林の草木や川沿いの刈草などが河川、湖沼や海

域へ流れ出ないよう日頃から点検に努めましょう。 

・地域の清掃活動や海岸清掃のボランティアに参加してみましょう。 

 

  

事 

業 

者 

 ・事業活動に伴い発生した廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物の区分毎にわけて、

自らの責任（許可業者への委託を含む）において適正に処理しましょう。 

・自己所有地に置いている設備や保管物が、風などで飛ばないよう、日頃から気を

付けましょう。 

・地域の清掃活動や海岸清掃のボランティアに参加してみましょう。 

 

  

行 
 

政 

 ・ボランティア清掃による海岸漂着ごみの回収及び作業を支援していきます。 

・海岸管理者などと情報共有し、きれいな海岸が維持できるよう努めていきます。 

・島根県地域環境保全対策費補助金（海岸漂着物等地域対策推進事業）を活用し、

海岸漂着ごみの回収を行います。 
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第３章 ごみの適正処理推進プロジェクト（安定的なごみ処理体制） 

 

１.一般廃棄物の分別区分及び搬入量の見込 

市が処理を行う一般廃棄物の分別区分及び搬入量の見込みを表 3－1 に示す。 

 表 3－1  

区分 主な品目 
搬入量の見込み（ｔ/年） 

家庭 事業所 合計 

１ もやせるごみ 

家庭 

調理くず、剪定枝、

廃プラ類、ガラス類

等 

40,376 － 

60,860 

事業所 調理くず、剪定枝等 － 20,484 

2 粗大ごみ 
たんす、ベッド等指

定袋に入らないごみ 
321 － 321 

3 

資
源 

金属資源 金属製品類 916 － 916 

4 古紙・古着 

新聞紙、チラシ、段

ボ－ル、紙パック、

シュレッダー古紙、

古着等 

3,924 117 4,041 

5 缶 飲食用の空き缶 500 0 500 

6 びん 
飲食用、調味料等の

空きびん 
1,259 0 1,259 

7 ペットボトル 
飲食用、調味料等の

ペットボトル 
617 0 617 

8 紙製容器包装 
マーク表示の

ある包装紙、容器等 
372 － 372 

9 プラスチック製容器包装 
マーク表示の

ある包装、容器等 
1,372 － 1,372 

10 蛍光管 蛍光管 10 － 10 

11 もやせないごみ 事業所 

従業員の飲食等に伴

う缶、びん、ペット

ボトル、弁当容器等 

－ 1,909 1,909 

合計（直接処理量） 49,667 22,510 72,177 

12 ボランティア清掃に伴って発生する下排水溝汚泥等 550 － 550 

13 動物の死体 － － 1,000 件 
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２.一般廃棄物の収集運搬体制 

市が処理を行う一般廃棄物の収集運搬の主体と収集の頻度を表 3－2 に示す。 

なお、市による収集運搬は委託業者により実施し、排出者等が自ら行わない一般廃棄物の

収集運搬は、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するものとする。 

 表 3－2 

区分 収集運搬主体 収集頻度 

1 もやせるごみ 

家庭 市 週 2 回 

事業所 排出者 随時 

2 粗大ごみ 家庭 

市 年４回 

排出者 随時 

3 

資
源 

金属資源 家庭 市 月 1 回 

４ 
古紙・古着 

※事業所は古紙のみ 

家庭 市 月 2 回 

事業所 排出者 随時 

5 缶 

家庭 市 随時 

事業所 市 随時 

6 びん 

家庭 市 随時 

事業所 市 随時 

7 ペットボトル 

家庭 市 随時 

事業所 市 随時 

8 紙製容器包装 家庭 市 月 2 回 

9 プラスチック製容器包装 家庭 市 週 1 回 

10 蛍光管 家庭 市 随時 

11 
もやせないごみ 

（※事業所区分のみ） 
事業所 排出者 随時 

12 下排水溝汚泥等 家庭 市 必要の都度 

13 動物の死体 － 管理者等又は市 必要の都度 
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３.一般廃棄物処理の基本体系 

本市の一般廃棄物処理の流れを、家庭ごみ（図 3－1）、事業所ごみ（図 3－2）の別に示

す。 

 

 図 3－1 家庭ごみの処理の流れ 

（処理対象品目の移動）

処理困難物
民間処理施設

ス

ラ

グ

・

メ

タ

ル

(

資

源

物

)

自己搬入 西持田不燃物処理場

【埋立処分場】

処理不適物

【資源化処理施設】

　処理残渣

粗大（金属以外） 

粗大（金属） 

粗

大

(

金

属

)

　資源物

西持田リサイクルプラザ

　処理残渣

（粗大ごみの受付のみ）

エコクリーン松江

【ごみ処理施設】

エコステーション松江

【粗大ごみ処理施設】

自己搬入

収　集

川向リサイクルプラザ

【資源化処理施設】

指定場所へ

自己搬入

収　集

家庭系

・紙製容器包装

・びん

・缶

≪資源ごみ≫

・金属資源

　もやせるごみ

≪資源ごみ≫

　粗大ごみ

収集

・ペットボトル

≪資源ごみ≫

≪資源ごみ≫

自己搬入

西持田最終処分場

【埋立処分場】
収　集

収集

処理残渣

・蛍光管

≪資源ごみ≫
指定場所へ

持ち込み

・古着

・古紙

リサイクルステーション

へ持ち込み

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装

飛灰

≪処理委託≫

宍道リサイクルセンター

美保関不燃物処理場

選別・梱包
資源物

民間処理業者 資源化

　資源物

資源化

　処理残渣

 

 

粗大(金属以外) 

処理不適物 

粗
大(

金
属) 

処
理
不
適
物 

処
理
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渣(

可
燃
以
外) 

(可燃物) 

ア
ル
ミ
・
ス
テ
ン
レ
ス
・
シ
ュ
レ
ッ
ダ
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 図 3－2 事業所ごみの処理の流れ 

 

（処理対象品目の移動）

・古紙

≪資源ごみ≫

・木くず・紙くず

・草木・生ごみ等

民間処理施設

西持田リサイクルプラザ
・びん

・缶

・ペットボトル

リサイクルステーション

へ持ち込み

≪資源ごみ≫ 指定場所へ

自己搬入

川向リサイクルプラザ

【資源化処理施設】

※いずれも従業員の飲食に

伴い発生するものに限る

【資源化処理施設】

資源化

エコクリーン松江

【ごみ処理施設】
飛灰 西持田最終処分場

【埋立処分場】

資源化

処理残渣

　もやせないごみ

スラグ・メタル（資源物）

処理残渣

　資源物

事業系

　資源物

　もやせるごみ

許　可

自己搬入

≪資源ごみ≫

許　可

自己搬入
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４.家庭ごみの処理 

家庭ごみは、市民一人ひとりが、廃棄物の発生・排出抑制に取り組んだうえで、ごみとし

て排出するものは資源の有効利用に向け、分別排出などに取り組むこととする。 

（１） 市が収集運搬を行うごみ 

家庭ごみは、表 3－1 に示す分別区分により分別排出されたごみを、「家庭ごみ収

集日程表」で定める収集日に収集する。 

また、収集にあたっては、全てのごみについて表 3－3 に示す収集運搬委託業者に

より行う。 

なお、ア、イに示すごみ等については、集積所方式を原則とするが、集積所を設置

する土地がない、高齢や障がいなどのために集積所に持ち出すことができないなど

個々の事情を勘案し、必要と認めた場合は戸別収集を行う。 

ア. もやせるごみ・金属資源・紙製容器包装資源・プラスチック製容器包装資源 

 それぞれ市の家庭用指定ごみ袋に入れ、収集日の午前 8 時 30 分までに、決められ

たごみ集積所等に搬出する。 

イ. 古紙・古着 

 古紙はひもで十文字に束ねて縛るか、段ボールまたは袋に入れ外側に「古紙」と明

記し、収集日の午前 8時 30 分までに、決められたごみ集積所等に搬出する。 

 古着は中身が確認できる袋に入れ、収集日の午前 8 時 30 分までに、決められたご

み集積所等に搬出する。 

ウ. 缶・びん・ペットボトル 

 中身を捨てすすいで、常設のリサイクルステーションに搬出する。 

エ. 粗大ごみ 

 粗大ごみに粗大ごみ処理手数料券を貼付し、粗大ごみ受付センターに申し込みをし

たうえ、指定の場所に搬出する。各世帯からの申し込みに応じ、年４回（1 回につ

き 2 個）を限度に戸別収集する。 

オ. 水銀使用廃製品（水銀体温計や血圧計など） 

 環境センター及び各支所に持ち込む。 

カ. 水銀使用廃製品（蛍光管） 

 市が設置した回収ボックスに搬出する。 

キ. ボランティア清掃など 

 市民が行うボランティア清掃に伴って集積されたごみ及び下排水溝汚泥等は、事前

の申請により市が収集を行う。 

ク. 動物の死体 

 市道などで発見された犬や猫等の動物の死体は市が収集を行う。 
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 表 3－3 収集運搬委託業者 

区 分 業 者 名 車両 

もやせるごみ 

松江環境整備事業協同組合 23 台 

松江八束清掃協同組合 8 台 

金属資源 松江広域再生資源協同組合 2 台 

粗大ごみ 松江八束清掃協同組合 3 台 

古紙・古着 松江広域再生資源協同組合 8 台 

缶 松江八束清掃協同組合 3 台 

びん 松江八束清掃協同組合 6 台 

ペットボトル 松江八束清掃協同組合 4 台 

紙製容器包装 松江八束生活環境保全事業協同組合 4 台 

プラスチック製容器包装 松江八束清掃協同組合 7 台 

下排水溝汚泥等 （有）新生清掃社 3 台 

動物の死体 （有）島根浄化槽サービスセンター 1 台 
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（２） 市が収集運搬を行わないごみ 

引越しなどにより一時的に多量に発生した家庭ごみは、排出者自らが表 3－4 に示す市の

指定する搬入場所に搬入するか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託し搬入す

る。 

古紙は、「家庭ごみ収集日程表」で定める収集日に行う市の収集運搬のほか、市内 10箇

所の拠点回収場所への搬入も受付ける。 

 

 表 3－4 搬入場所と受付時間 

搬入場所 ごみ等の種類 受付日時 

エコクリーン松江 もやせるごみ 

金属資源 

粗大ごみ 

月曜日～金曜日(祝日及び年末年始は除く） 

毎月第 2 日曜日(12 月は第 2・4 日曜日) 

（午前 9：00～午後 4：00） 

美保関不燃物処理場 

宍道リサイクルセンター 

粗大ごみ ・月曜日、金曜日（祝日及び年末年始を除く） 

(午前 9：00～11：30、午後 1：00～4：00) 

・水曜日（祝日及び年末年始を除く） 

(午前 9：00～11：30) 

環境センター 

川向リサイクルプラザ 

鹿島支所 

島根支所 

美保関支所 

八束支所 

八雲支所 

玉湯支所 

宍道支所 

東出雲支所 

古紙 月曜～金曜日（祝日及び年末年始は除く） 

（午前 9：00～午後 4：00、但し川向リサイク

ルプラザのみ午前 11：30～午後 1：00 まで受

付休止） 
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５.家庭ごみの処理手数料等 

（１） ごみ処理手数料 

 市が収集運搬を行う、もやせるごみ・金属資源・紙製容器包装資源及びプラスチッ

ク製容器包装資源の処理手数料は、収入証紙（ごみ袋）により納付する。 

 自己搬入によるごみの処理手数料は、車両１台、１計量ごとに納付する。 

 

 表 3－5 家庭ごみの処理手数料 

 

大きさ 

種類 
10 ㍑ 20 ㍑ 30 ㍑ 45 ㍑ 

もやせるごみ 13 円 27 円 40 円 61 円 

金属資源 － 14 円 16 円 19 円 

紙製容器包装資源及

びプラスチック製容

器包装資源 

－ 14 円 16 円 19 円 

粗大ごみ  1 個につき             763円 

自己搬入 

 1 回の搬入量が 50 ㎏以下のとき →500 円 

 1 回の搬入量が 50 ㎏を超えるとき 

→500 円に 50 ㎏を超える部分が 10 ㎏増すごと

に 80 円を加えた額 

（２） 自己搬入によるごみの処理手数料の減免の対象 

 町内会、自治会、ボランティア団体等が行う無償ボランティア清掃活動に伴い発生

した清掃ごみ。 

 手数料を納付する資力がないと認められる者が排出したごみ。 

 家庭ごみを収集するためのごみ集積所で、老朽化等の理由により更新され、不要と

なったもの。 

 水害等の自然災害及び住宅火災（事業所を除く）によって発生したごみ。 

 その他、市長が必要と認めたもの。 

（３） 収集及び処理にかかるごみの処理手数料の減免の対象 

 町内会、自治会、ボランティア団体等が行う無償ボランティア清掃活動に伴い発生

した清掃ごみ。 
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６.事業所ごみの処理方法 

事業所ごみについては、廃棄物処理法第 3 条に基づき事業者自らの責任において適正に

処理する必要があり、さらに再生利用等を行うことにより減量に努めることとする。 

（１） 収集運搬方法 

事業所ごみの処理にあたって、市の処理施設で処理を行う場合は、表 3－1 に示

す分別区分により分別し、事業者自ら市が指定する搬入場所に搬入するか、一般廃

棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託し搬入する。 

（２） 排出方法 

排出者の自己搬入を行う搬入場所は、それぞれ下記のとおりとする。 

ア. もやせるごみ・もやせないごみ 

 原則、ごみの種類ごとに市の事業所用指定ごみ袋に入れ、エコクリーン松江へ搬入

する。受付は月曜日から金曜日（祝日及び年末年始を除く）の午前 9 時から午後 4

時までとする。 

イ. 飲食用の缶、びん、ペットボトル（従業員の飲食に伴うものに限る） 

 家庭から排出されるものと同様に、キャップ等を取り除き、中身をすすいでから常

設のリサイクルステーションに搬入する。 

ウ. 古紙 

 市内 11 箇所（環境センター、川向リサイクルプラザ、エコクリーン松江及び各支

所）の拠点回収場所へ搬入する。 

７.事業所ごみの処理手数料 

（１） ごみ処理手数料 

 自己搬入によるごみの処理手数料は、車両１台、１計量ごとに納付する。 

 ごみの計量は、ごみの種類ごとに行う。 

 リサイクルステーション及び回収拠点に搬入する資源ごみの手数料は無料とする。 

 

 表 3－6 事業所ごみの処理手数料 

 

 

 

単位及び金額 

 1 回の搬入量が 100 ㎏以下のとき →2,030 円 

 1 回の搬入量が 100 ㎏を超えるとき →2,030 円に 100 ㎏を超える部分が 

10 ㎏増すごとに 200 円を加えた額 
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８.一般廃棄物の処分方法 

ごみの区分ごとの処理施設及び処理方法を表 3－7 に示す。 

 

 表 3－7  

区分 処理施設 処分方法 

1 もやせるごみ 

家庭 

エコクリーン松江 

溶融処理を行い、溶融に伴い発生する

スラグは建設資材として使用、メタル

は民間業者でリサイクルを行う。飛灰

は西持田最終処分場に埋立を行う。 

処理不適物は、西持田不燃物処理場へ

の埋立又は民間施設へ処理委託を行

う。 

事業所 

2 金属資源 家庭 エコステーション松江 

選別を行い、民間業者でリサイクルを

行う。 

選別に伴い発生する可燃性残渣はエ

コクリーン松江で溶融処理を行う。 

可燃残渣以外の不適物は西持田不燃

物処理場への埋立を行う。 

3 粗大ごみ 家庭 

エコクリーン松江 
可燃性粗大ごみは、破砕を行い、溶融

処理を行う。 

エコステーション松江 

不燃性粗大ごみは、破砕を行い、民間

業者でリサイクルを行う。 

破砕に伴い発生する可燃性残渣はエ

コクリーン松江で溶融処理を行う。 

可燃残渣以外の不適物は西持田不燃

物処理場への埋立を行う。 

4 

資 
 

源 

古紙・古着 

※事業所は 

古紙のみ 

家庭 

川向リサイクルプラザ 

選別を行い、圧縮梱包して民間業者で

リサイクルを行う。 

選別に伴い発生する可燃性残渣はエ

コクリーン松江で溶融処理を行う。 
事業所 

5 缶 

家庭 

西持田リサイクルプラザ 

選別を行い、圧縮成形して民間業者で

リサイクルを行う。 

選別に伴い発生する可燃性残渣は、エ

コクリーン松江で溶融処理を行う。 
事業所 

6 びん 家庭 西持田リサイクルプラザ 

色ごとに選別を行い、カレット状に破

砕して民間業者でリサイクルを行う。 
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区分 処理施設 処分方法 

６ 

資  

源 

びん 事業所 西持田リサイクルプラザ 

リターナブルびんは、そのまま民間業

者で、リサイクルを行う。 

選別に伴い発生する可燃性残渣は、エ

コクリーン松江で溶融処理を行う。 

7 
ペットボト

ル 

家庭 

西持田リサイクルプラザ 

選別を行い、圧縮成形して民間業者で

リサイクルを行う。 

選別に伴い発生する可燃性残渣は、エ

コクリーン松江で溶融処理を行う。 
事業所 

8 
紙製容器包

装 
家庭 川向リサイクルプラザ 

選別を行い、圧縮梱包して民間業者で

リサイクルを行う。選別に伴い発生す

る可燃性残渣は、エコクリーン松江で

溶融処理を行う。 

9 

プラスチッ

ク製容器包

装 

家庭 川向リサイクルプラザ 

選別を行い、圧縮梱包して民間業者で

リサイクルを行う。選別に伴い発生す

る可燃性残渣は、エコクリーン松江で

溶融処理を行う。 

10 蛍光管 家庭 民間処理事業者 

選別を行い、梱包して民間処理業者で

リサイクルを行う。選別に伴い発生す

る可燃性残渣は、エコクリーン松江で

溶融処理を行う。 

11 
もやせないごみ 

（※事業所区分のみ） 
事業所 エコクリーン松江 

溶融処理を行い、溶融に伴い発生する

スラグ及びメタルは民間業者へ売却

し、スラグは建設資材として使用、メ

タルはリサイクルを行う。 

飛灰は最終処分場に埋立を行う。 

12 下排水溝汚泥等 家庭 西持田不燃物処理場 埋立処分を行う。 

13 動物の死体 － エコクリーン松江 溶融処理を行う。 
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９.一般廃棄物処理業許可業者（収集運搬業） 

（１） 許可業者 

市が一般廃棄物の収集運搬業を許可する者を表 3－8 に示す。 

 表 3－8 

許可

番号 
業 者 名 住  所 

101 （株）コナンクリーンシステム 松江市富士見町 1 番地 14 

102 （株）フマイクリーンサービス 松江市八幡町 880 番地 8 

103 （有）上幹総業 松江市松尾町 692 番地 

104 （有）新生清掃社 松江市八幡町 877 番地 1 

105 （有）東部清掃 松江市玉湯町布志名 108 番地 3 

106 アースサポート（株） 松江市八幡町 882 番地 2 

107 松浦造園（株） 松江市大庭町 728 番地 6 

108 （有）環建 鳥取県境港市中野町 1800 番地 1 

109 三光（株） 鳥取県境港市昭和町 5 番地 17 

111 （有）海老田金属 鳥取県米子市上福原 1329 番地 13 

112 （有）クリーンサービス 松江市宍道町佐々布 1849 番地 

113 ワルツ商事（有） 出雲市白枝町 1185 番地 1 

115 （有）まるとも産業 松江市東本町 1 丁目 7 番地 

116 （株）エムエス環境開発 松江市美保関町森山 516 番地 

118 日ノ丸西濃運輸（株） 鳥取県鳥取市湖山町東3丁目40番地 

119 （有）アビットクリーン 島根県安来市飯生町 802 番地 1 

121 （有）トータルクリーン 島根県安来市西赤江町 643 番地 

124 （株）錦海化成 鳥取県境港市昭和町 7 番地 3 

125 （有）広島水産加工 広島県呉市阿賀南 6 丁目 2 番 10 号 

126 松本清掃整備（株） 松江市東出雲町揖屋 1070 番地 

127 （有）あだかえ衛生社 松江市東朝日町 117 番地 1 

 

（２） 許可区分等 

（許可区分、営業区域は許可業者によって異なる。） 

 事業活動に伴う一般廃棄物の収集運搬 

 一時多量ごみの収集運搬 

 特定家庭用機器再商品化法に定める品目の収集運搬 

 特定家庭用機器再商品化法に定める品目の積卸し 

 木くず・竹・草・発酵材用おからの収集運搬 

 事業活動に伴う動植物性残渣（魚腸骨）の収集運搬 
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（３） 許可の更新期間 

 2 年間 

１０.一般廃棄物処理業許可業者（処分業） 

（１） 許可業者 

市が一般廃棄物の処分業を許可する者を表 3－9に示す。 

 

 表 3－9 

許可

番号 
業 者 名 住  所 

302 松浦造園（株） 松江市大庭町 728 番地 6 

303 三光（株） 鳥取県境港市昭和町 5 番地 17 

304 アースサポート（株） 松江市八幡町 882 番地 2 

 

（２） 許可区分 

（許可区分、営業区域は許可業者によって異なる） 

 木くず・竹・草・発酵材用おからの堆肥化 

 木くず・紙くず・繊維くずの RPF 燃料化 

 

（３） 許可の更新期間 

 2 年間 
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第４章 生活排水に係わる一般廃棄物の処理体制（し尿・浄化槽汚泥等） 

1.収集運搬主体及び排出量の見込み 

一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥等）の収集運搬の主体、頻度及び排出量の見込みを表 4－

1 に示す。 

 

 表 4－1 

区分 収集運搬主体 収集頻度 
排出量見込み 

（kl／年） 

し尿 市 月１回 2,679 

浄
化
槽
汚
泥
等 

松江市全域 浄化槽設置者 必要の都度 6,433 

集落排水事業から発生

する脱水汚泥を除く物

（東出雲町意東地区を

除く松江市の区域） 

上下水道局 必要の都度 3,731 

集落排水事業・コミュニ

ティプラントから発生

する脱水汚泥（東出雲町

意東地区を除く松江市

の区域） 

上下水道局 必要の都度 160 

集落排水事業から発生

する物（東出雲町意東地

区の区域） 

上下水道局 必要の都度 306 

小 計 10,630 

合計 13,309 
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２.一般廃棄物の収集運搬方法 

（１） 収集運搬方法 

 し尿は、月一回、市が収集運搬する。 

 集落排水事業等から発生する汚泥等は、上下水道局が収集運搬する。 

 市及び上下水道局が実施する収集運搬は、業務委託により実施する。 

 浄化槽汚泥、ビルピット汚泥等は、浄化槽設置者が許可業者へ委託し収集運搬する。 

（２） 収集運搬体制 

一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥等）の収集運搬体制を表 4－2に示す。 

 表 4－2 

区分 委託業者名 車両 

し尿 
委 

託 

松江八束清掃協同組合 11 台 

浄

化

槽

汚

泥

等 

松江市全域 
委 

託 

一般廃棄物処理業許可業者 

（収集運搬業） 
86 台 

集落排水事業から発生

する脱水汚泥を除く物

（東出雲町意東地区を

除く松江市の区域） 

委 

託 

松江八束生活環境保全事業 

協同組合 
29 台 

集落排水事業・コミュ

ニティプラントから発

生する脱水汚泥（東出

雲町意東地区を除く松

江市の区域） 

委 

託 

松江八束生活環境保全事業 

協同組合 
4 台 
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３.し尿及び浄化槽汚泥等の処理手数料 

（１） 処理手数料 

 市が収集運搬を行うし尿処理手数料は、市長の発行するし尿処理券により納付する。 

 一般廃棄物収集運搬業許可業者が収集運搬を行う浄化槽汚泥等の処理手数料は、当該許可

業者が、市の発行する納入通知書により納付する。 

 

 表 4‐3 し尿及び浄化槽汚泥等処理手数料 

種別 取扱区分 単位及び金額 

し尿（継続処理） 収集運搬・処分 18ℓごとに 213 円 

し尿（臨時処理） 収集運搬・処分 仮設トイレ 1 基につき 1,069 円に 18ℓごとに 213

円を加えた額 

浄化槽汚泥等 処分 18ℓごとに 75 円 
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４.一般廃棄物の処分方法 

一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥等）の処分体制を表 4－4 に示す。 

 表 4－4 

区分 処理施設 処分方法 

 

 

し尿 

 

 

川向クリーンセンター 

し尿・浄化槽汚泥を脱水分離処理して

汚泥燃料を製造しエコクリーン松江の

助燃財として有効利用する。脱水分離

時に発生する分離液は希釈して下水道

へ放流する。 

 

 

浄

化

槽

汚

泥

等 

 

 

単独浄化槽及び合併浄

化槽 

集落排水事業から発生

する脱水汚泥を除く物

（東出雲町意東地区を

除く市の区域） 

集落排水事業・コミュニ

ティプラントから発生

する脱水汚泥（東出雲町

意東地区を除く市の区

域） 

三光 株式会社 

汚泥を乾燥・炭化し、製鋼保温材・バ

イオマス燃料としてリサイクルを行

う。 

集落排水事業から発生

する物（東出雲町意東地区

の区域） 

意東地区農業集落排水 

処理施設 

汚泥を乾燥・発酵させ、堆肥を製造し

リサイクルを行う。 
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５.一般廃棄物処理業許可業者（収集運搬業） 

（１） 許可業者 

市が一般廃棄物（浄化槽汚泥等）の収集運搬業を許可する者を表 4－5 に示す。 

 表 4－5 

許可

番号 
業 者 名 本社等住所 

201 （有）マツジョウ 松江市上乃木二丁目 14 番 12 号 

202 まつばら環境（株） 松江市寺町 99 番地 1 

203 （有）丸善浄化槽管理事務所 松江市東朝日町 274 番地 

204 （有）島根浄化槽サービスセンター 松江市新町 38 番地 3 

205 （有）オリオン環境管理センター 松江市八幡町 880 番地 55 

206 （有）松江環境衛生工業 松江市八幡町 877 番地 1 

207 （株）環境テクニカ 松江市東津田町 1371 番地 48 

208 （有）平和衛生社 雲南市三刀屋町下熊谷 1404 番地 

209 （有）雲南浄化槽センター 出雲市荒茅町 534 番地 

210 （有）フジハラメンテナンス 雲南市加茂町南加茂 888 番地 6 

212 松本衛生（株） 松江市八束町二子 377 番地 2 

 

（２） 許可区分 

（許可区分、営業区域は許可業者によって異なる） 

 浄化槽汚泥の収集運搬 

 ビルピット汚泥の収集運搬 

 

（３） 許可の更新期間 

 2 年間 
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6.浄化槽清掃業許可業者 

（１） 許可業者 

市が浄化槽清掃業を許可する者を表 4－6 に示す。 

 表 4－6 

許可

番号 
業 者 名 本社等住所 

1 （有）マツジョウ 松江市上乃木二丁目 14 番 12 号 

2 まつばら環境（株） 松江市寺町 99 番地 1 

3 （有）丸善浄化槽管理事務所 松江市東朝日町 274 番地 

4 （有）島根浄化槽サービスセンター 松江市新町 38 番地 3 

5 （有）オリオン環境管理センター 松江市八幡町 880 番地 55 

6 （有）松江環境衛生工業 松江市八幡町 877 番地 1 

7 （株）環境テクニカ 松江市東津田町 1371 番地 48 

8 （有）平和衛生社 雲南市三刀屋町下熊谷 1404 番地 

9 （有）雲南浄化槽センター 出雲市荒茅町 534 番地 

10 （有）フジハラメンテナンス 雲南市加茂町南加茂 888 番地 6 

12 松本衛生（株） 松江市八束町二子 377 番地 2 

 

（２） 許可区分 

（営業区域は許可業者によって異なる） 

 単独浄化槽及び合併浄化槽の清掃 

 

（３） 許可の更新期間 

 3 年間 

（旧廃棄物処理法第 9条「し尿浄化槽清掃業」の許可を受けた者は除く。） 
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第５章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可方針 

1.一般廃棄物処理業（ごみ）の許可方針 

（１） 一般廃棄物処理業（収集運搬業） 

・一般廃棄物の収集運搬業の許可は、市で処理が困難なものについて、ごみの排出状

況と既存の許可業者の収集・運搬能力を考慮して行うものとする。 

既存の一般廃棄物収集運搬業者の処理能力は、発生量に対して十分対応できる状況

であり、且つ将来のごみ排出量は、発生・排出削減目標を定め目標達成に向け削減

する見込みとしている。 

よって、現行の処理体制で十分に対応できる適正処理が確保されている状況である

ため、新規の許可は行わない。 

また、既存の許可を有する業者の事業範囲の変更は、同様の状況であることから行

わない。 

・平成 23 年 8 月 1 日に行った、東出雲町との合併に伴う許可業者の営業区域につい

ては、現行の営業区域の範囲で困難性は発生していないことから、当面は営業区域

の変更に係る許可は行わない。 

 

（２） 一般廃棄物処理業（処分業） 

一般廃棄物の収集運搬業の許可と同様に、現行の体制で適正処理が確保されている

ことから新規の許可は行わない。また、既存の許可を有する業者の事業範囲の変更

は、同様の状況であることから原則として行わないが、今後の脱炭素社会の実現に

むけ、市が施策として必要と判断した場合は、施策に応じた事業範囲について変更

許可を認める場合がある。 

2.一般廃棄物処理業（し尿・浄化槽汚泥等）の許可方針 

（１） 一般廃棄物処理業（収集運搬業） 

 し尿・浄化槽汚泥等の収集運搬は、委託業者及び許可業者で適正な収集運搬体制が

確保できることから、原則として新規の許可は行わない。また、既存の許可を有す

る業者の事業範囲の変更は、同様の状況であることから行わない。 

 平成 23 年 8 月 1 日に行った、東出雲町との合併に伴う許可業者の営業区域につい

ては、現行の営業区域の範囲で困難性は発生していないことから、当面は営業区域

の変更に係る許可は行わない。 

（２） 一般廃棄物処理業（処分業） 

 し尿、浄化槽汚泥の処分は、本市が設置する処理施設で行うことから、新規の許可

は行わない。 

 



 

 32 

第６章 一般廃棄物処理施設 

1.施設概要（稼働中の施設） 

 

 

 

 

 施設名称 エコクリーン松江 

 所在地 松江市鹿島町上講武 1699－1 

 稼動年月 平成 23 年 4月 

 処理対象物 もやせるごみ・可燃性粗大ごみ・もやせないごみ 

ごみ処理施設 

 処理形式 シャフト式ガス化溶融炉 

施設能力 255ｔ／24ｈ（85ｔ／24ｈ×3 炉） 

 施設名称 エコステーション松江 

 所在地 松江市西持田町 627－2 

 稼動年月 平成 14 年 4月 

 処理対象物 金属資源・金属製粗大ごみ 

金属ごみ処理施設 

 処理形式 破砕・選別・圧縮 

施設能力 59ｔ／5ｈ 

 施設名称 西持田不燃物処理場 

 所在地 松江市西持田町 641 

 稼動年月 昭和 63 年 6月 

 処理対象物 不燃ごみ（溶融処理困難物） 

最終処分場 

 埋立容量 545,000 ㎥ 

残余容量 71,522 ㎥（ R5 年度末時点） ※計算値 

 施設名称 西持田リサイクルプラザ 

 所在地 松江市西持田町 621 

 稼動年月 平成 10 年 10 月 

 処理対象物 缶・びん・ペットボトル 

選別圧縮施設 

 処理形式 破砕・選別・圧縮・保管 

処理能力 16ｔ／5ｈ 
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 施設名称 川向リサイクルプラザ 

 所在地 松江市竹矢町 1439－5 

 稼動年月 平成 14 年 10 月 

 処理対象物 古紙類・古着・紙製容器包装・プラスチック製容器包装 

選別圧縮梱包施設 

 処理形式 選別・圧縮・保管 

処理能力 64ｔ／5ｈ 

 施設名称 西持田最終処分場 

 所在地 松江市西持田町 621 

 稼動年月 平成 2 年 4月 

 処理対象物 処理残渣（飛灰）・汚泥 

最終処分場 

 埋立容量 156,641 ㎥ 

残余容量 13,918.5 ㎥（ R５年度末時点） ※計算値 

 施設名称 川向クリーンセンター 

 所在地 松江市竹矢町 1439－4 

 稼動年月 平成 11 年 4月 

 処理対象物 し尿・浄化槽汚泥等 

し尿・浄化槽汚泥処理施設 

 処理形式 脱水分離・希釈 

処理能力 51kl／24ｈ 

 施設名称 朝日ヶ丘団地地域し尿処理施設 

 所在地 松江市古曽志町（朝日ヶ丘団地） 

 稼動年月 昭和 63 年 9月 

 処理対象物 し尿・雑排水 

し尿処理施設 

 処理形式 長時間ばっ気方式＋高度処理 

処理能力 680kl／24ｈ 
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 施設名称 意東地区農業集落排水処理施設 

 所在地 松江市東出雲町下意東 1496 番地 1 

 稼動年月 平成 21 年 4月 

 処理対象物 浄化槽汚泥 

浄化槽汚泥処理施設 

 処理形式 高温好気発酵分解 

処理能力 1.53kl／24ｈ 

 施設名称 移動脱水処理施設（車両） 

 所在地 市内一円 

 稼動年月 平成 28 年 4月 

 処理対象物 浄化槽汚泥 

浄化槽汚泥処理施設 

 処理形式 多重板スクリュー 

処理能力 90～144 ㎏・Ds／ｈ 
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第 7 章 子育て支援事業 

１.事業概要 

  紙おむつなどを日常的に使用する乳幼児を養育している家庭の子育て支援及び経済的負

担の軽減を図るため、対象者に一定枚数の松江市家庭用指定ごみ袋を交付する。 

第 8 章 災害廃棄物対策 

1.基本対策 

令和 3 年度に発生した島根町の大規模火災や 7 月、8 月の大雨災害の災害廃棄物処理の

経験と反省を踏まえ、平成 30 年 9 月に策定した「松江市災害廃棄物処理計画」の内容を

より実効性のある計画に見直し、有事における災害廃棄物の適正な処理体制を確保する。   

また、令和 6 年 1 月に発生した石川県能登地方を震源とする地震に関し、地震に伴い発

生した災害廃棄物の処理について人材バンク等の制度を活用した職員派遣を積極的に検討

する。併せて、災害派遣を通して職員のスキルアップを図る。 

第 9 章 感染症等蔓延時の対策 

1.基本対策 

令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したところであるが、今

後も新たな感染症等の発生の可能性を視野に入れ、業務継続計画の状況に応じた見直しを

行っていく。 

第 10 章 脱炭素先行地域としての取組み 

本市は令和 5 年 4 月に環境省の選定する脱炭素先行地域に採択され、2050 年のカーボ

ンニュートラルを目標としながら、「国際文化観光都市・松江」の恵まれた自然環境を活

かした「カーボンニュートラル観光」や「ブルーカーボンの創出」、「省エネルギー・再

生可能エネルギーの導入」等に関する取組みを積極的に進めていくこととしている。廃棄

物分野においては、再生可能エネルギーの普及に資する太陽光パネルや建設廃材のリサイ

クル・リユースなど、資源循環型社会の推進を図る。 

 

 第 11 章 今後の検討事項 

1.プラスチック資源循環促進法への対応及び事業系もやせないごみの区分 

 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（プラスチック資源循環促進法）」

が令和 4年 4 月に施行され、市区町村は、プラスチック使用製品が廃棄物となったものに
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ついて、分別基準を定め、適正な分別排出を促進するために必要な措置を講ずるよう努め

ることが規定された。 

本市においてプラスチック使用製品廃棄物の分別、収集体制、既存の中間処理施設をど

のように活用できるのかを含め、先進自治体の実例を参考としながら、実施に向けた具体

的な検討を行う。 

また、現在、事業系もやせないごみ（従業員の飲食に伴う缶・びん・ペットボトル・弁

当がらに限る。）は、事業系もやせるごみと同様に、エコクリーン松江で溶融処理してい

る。 

先の法律施行に伴い、事業系ごみの区分そのものについても検討していく。 

 

２.中間処理施設の整備計画 

 エコクリーン松江については、施設の延命化を図るため、現状の施設状態を十分に見極

めた長寿命化総合計画等の策定を推し進め、基幹的設備改良工事の準備を行う。 

エコステーション松江、川向リサイクルプラザ及び西持田リサイクルプラザについては、

施設の老朽化に伴う施設整備方針について具体的な検討を行う。 

3.最終処分場のあり方 

  西持田最終処分場及び西持田不燃物処理場の残余容量は、平成 23 年度にエコクリーン

松江が供用開始し、処理方式が溶融処理となったことで、各最終処分場の埋立量を大幅に

縮減できている。 

西持田最終処分場は、15,694.5 ㎥の残余容量（令和 4 年度末の計算値）があり、西持

田不燃物処理場は 73,724 ㎥の残余容量（令和 4 年度末の計算値）を有している。 

今後もごみの減量化と再資源化を更に推し進め、最終処分量の縮減によって延命化を図

るとともに、既存の最終処分場の有効活用と将来的な最終処分場候補地についても検討す

る。 

東出雲町姫津埋立処分場は、引き続き埋立終了に向け良質な公共残土による最終覆土を

行う。 

4.使用済み小型家電機器等の再資源化 

現在、小型電子機器は金属として収集し、処理を行っているが、「使用済み小型電子機

器等の再資源化の促進に関する法律」に定める対象品目の選定・収集方法・再資源化手法

について、再資源化事業計画の認定を受けた者又はその委託を受けた者への近隣自治体の

引き渡し状況等を注視し、全国的なリサイクル技術の動向、経済状況などを勘案し検討す

る。 

 


